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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の耳側または耳内に配置されて聴覚刺激の形成および／または増幅を行う第１の部
品（１）と、該第１の部品へのデータ伝送のために少なくとも部分的および／または時間
的に誘導式の無線通信コネクションを形成する少なくとも１つの第２の部品（２，２１）
とを含むマルチコンポーネント補聴器において、
　当該の補聴器内に含まれる少なくとも１つの障害源（８～１０，１３，１７～１９，２
８～３０，３３）を少なくとも、前記の誘導式の無線通信コネクションを介して行われる
データ伝送のあいだ所定の動作モードへ移行させる回路手段（６，１５，２６）が設けら
れており、当該の所定の動作モードでは少なくとも１つの障害源による障害信号がデータ
伝送に関与する受信機（３，４，２３，４１）へ通常動作モードに比べて少なくとも減衰
されて入力される、
ことを特徴とするマルチコンポーネント補聴器。
【請求項２】
　補聴器の所定の部品から他の部品へデータを伝送しているあいだ、少なくとも１つの障
害源（８～１０，１３，１７～１９，２８～３０，３３）の動作モードをイベント制御に
よって変更する回路手段（６，１５）が設けられている、請求項１記載の補聴器。
【請求項３】
　補聴器の所定の部品から他の部品へデータを伝送しているあいだ、少なくとも１つの障
害源（８～１０，１３，１７～１９，２８～３０，３３）の動作モードを時間制御によっ
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て変更する回路手段（６，２０，２６，４０）が設けられている、請求項１または２記載
の補聴器。
【請求項４】
　患者の耳側または耳内に配置されて聴覚刺激の形成および／または増幅を行う２つの部
品（１，２１）が設けられており、該２つの部品は両耳補聴器として機能し、該２つの部
品間で無線のデータ交換を行う回路手段（３，２３）が設けられている、請求項１から３
までのいずれか１項記載の補聴器。
【請求項５】
　当該の補聴器内に含まれる複数の障害源（８～１０，１３，１７～１９，２８～３０，
３３）を少なくとも部品間でのデータ伝送のあいだ所定の動作モードへ移行させる回路手
段（６，１５，２６）が設けられており、当該の所定の動作モードでは障害信号がデータ
伝送に関与する受信機（３，４，２３，４１）へ通常動作モードに比べて少なくとも減衰
されて入力される、請求項１から４までのいずれか１項記載の補聴器。
【請求項６】
　データ伝送のあいだ補聴器に含まれる障害源（８～１０，１３，１７～１９，２８～３
０，３３）を前記所定の動作モードへ移行させる前記回路手段（６，１５，２６）は障害
源の遮断手段を含む、請求項１から５までのいずれか１項記載の補聴器。
【請求項７】
　データ伝送のあいだ補聴器に含まれる障害源（８～１０，１３，１７～１９，２８～３
０，３３）を前記所定の動作モードへ移行させる前記回路手段（６，１５，２６）は、障
害源として作用するクロック制御される素子のクロックの変更手段および／または障害源
へ供給される電力の変更手段および／または障害スペクトルを含む障害源に対する他の制
御手段を含む、請求項１から６までのいずれか１項記載の補聴器。
【請求項８】
　データ伝送のあいだ補聴器に含まれる障害源（８～１０，１３，１７～１９，２８～３
０，３３）を前記所定の動作モードへ移行させる前記回路手段は、当該の補聴器に含まれ
るスイッチングレギュレータ、ディスプレイ、クロック制御される回路または補聴器イヤ
ホンの動作モードの遮断手段および／または動作モードの変更手段を含む、請求項１から
７までのいずれか１項記載の補聴器。
【請求項９】
　遮断された障害源の機能損失を少なくとも短時間補償する回路手段が設けられている、
請求項１から８までのいずれか１項記載の補聴器。
【請求項１０】
　前記遮断された障害源の機能損失を補償する回路手段は複数のコンデンサを含む、請求
項９記載の補聴器。
【請求項１１】
　患者の耳側または耳内に配置されて聴覚刺激の形成および／または増幅を行う少なくと
も１つの第１の部品（１）と、リモートコントローラまたはプログラミング装置の形態の
少なくとも１つの第２の部品（２）とが設けられており、該２つの部品間に無線通信コネ
クションが形成される、請求項１から１０までのいずれか１項記載の補聴器。
【請求項１２】
　少なくとも部分的および／または時間的に補聴器のいずれかの要素との誘導式の無線通
信コネクションを形成する
マルチコンポーネント補聴器の補聴器部品において、
　補聴器内に含まれる複数の障害源（８～１０，１３，１７～１９，２８～３０，３３）
を少なくとも、前記の誘導式の無線通信コネクションを介して行われるデータ伝送のあい
だ所定の動作モードへ移行させる回路手段（６，１５，２６）が設けられており、当該の
動作モードでは少なくとも１つの障害源による障害信号がデータ伝送に関与する受信機へ
通常動作モードに比べて少なくとも減衰されて入力される手段である
ことを特徴とする補聴器部品。
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【請求項１３】
　データ伝送のあいだ、少なくとも１つの障害源（８～１０，１３，１７～１９，２８～
３０，３３）の動作モードをイベント制御によって変更する回路手段（６，１５）が設け
られている、請求項１２記載の補聴器部品。
【請求項１４】
　データ伝送のあいだ、少なくとも１つの障害源（８～１０，１３，１７～１９，２８～
３０，３３）の動作モードを時間制御によって変更する回路手段（６，２０，２６，４０
）が設けられている、請求項１２または１３記載の補聴器部品。
【請求項１５】
　当該の補聴器部品は、患者の耳側または耳内に配置され聴覚刺激の形成および／または
増幅を行う部品（１）である、請求項１２から１４までのいずれか１項記載の補聴器部品
。
【請求項１６】
　当該の補聴器部品はマルチコンポーネント補聴器のリモートコントローラまたはプログ
ラミング装置である、請求項１２から１４までのいずれか１項記載の補聴器部品。
【請求項１７】
　各部品間で無線データ伝送を行う、請求項１記載のマルチコンポーネント補聴器の駆動
方法において、
　当該の補聴器内に含まれる少なくとも１つの障害源を少なくともデータ伝送のあいだ所
定の動作モードへ移行させ、ここで当該の所定の動作モードでは少なくとも１つの障害源
による障害信号がデータ伝送に関与する受信機へ通常動作モードに比べて少なくとも減衰
されて入力され、
　補聴器の部品間に無線通信コネクションを形成する手段は誘導性の通信コネクションを
形成する手段である
ことを特徴とするマルチコンポーネント補聴器の駆動方法。
【請求項１８】
　イベント制御によって当該の補聴器の１つの部品からデータ伝送の問い合わせを送信す
ることにより、当該の補聴器内に含まれる少なくとも１つの障害源をデータ伝送のあいだ
前記所定の動作モードへ移行させ、少なくとも１つの障害源による障害信号がデータ伝送
に関与する受信機へ通常動作モードに比べて少なくとも減衰されて入力されるようにする
、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　時間制御によって当該の補聴器内に含まれる少なくとも１つの障害源をデータ伝送のあ
いだ前記所定の動作モードへ移行させ、少なくとも１つの障害源による障害信号がデータ
伝送に関与する受信機へ通常動作モードに比べて少なくとも減衰されて入力されるように
する、請求項１７または１８記載の方法。
【請求項２０】
　当該の補聴器内に含まれる複数の障害源を各部品間でのデータ伝送のあいだ前記所定の
動作モードへ移行させ、前記複数の障害源による障害信号がデータ伝送に関与する受信機
へ通常動作モードに比べて少なくとも減衰されて入力されるようにする、請求項１７から
１９までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２１】
　当該の補聴器に含まれる少なくとも１つの障害源を少なくともデータ伝送のあいだ遮断
する、請求項１７から２０までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２２】
　クロックの変更および／または障害源へ供給される電力の変更および／またはその他の
障害スペクトルの制御により、当該の補聴器内に含まれる少なくとも１つの障害源を少な
くともデータ伝送のあいだ前記所定の動作モードへ移行させ、該障害源による障害信号が
データ伝送に関与する受信機へ通常動作モードに比べて少なくとも減衰されて入力される
ようにする、請求項１７から２１までのいずれか１項記載の方法。
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【請求項２３】
　当該の補聴器の部品間のデータ伝送を誘導式で行う、請求項１７から２２までのいずれ
か１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマルチコンポーネント補聴器およびマルチコンポーネント補聴器の駆動方法に
関する。本発明は特に補聴器の部品間でのデータ伝送に関する。
【背景技術】
【０００２】
　補聴器は、第一に、聴取に難を有する患者ができるかぎり自然な聴覚を得られるよう、
一般に医学的な聴覚器官の機能障害を補償するために用いられる。ここで、他の医学的補
助手段と同様に、補聴器もその着用者（ユーザ）に不便をかけずにその機能を満足できる
ようになっていなければならない。着用者の被る不利益として、まず、補聴器の重量が不
適当であったり、補聴器を着用することによって運動が制限されたりすることが挙げられ
る。また、顔または頭部の近傍に配される医学的補助手段であるから、外観的な点も特に
重要である。これは特に、補聴器を着用した患者が周囲に対して補聴器による聴覚障害の
補償を隠しておきたい場合に浮かび上がる問題である。
【０００３】
　前述した種々の要求から、少なくとも耳の近傍に着用される補聴器部品について、重量
およびかさの低減が目指されてきた。しかし、補聴器部品のサイズ低減にはこんにちの補
聴器の高い複雑性および高い機能性から限界があり、そのために補聴器は複数の部品（コ
ンポーネント）へ分割されるようになってきている。ここで補聴器の個々の機能は付加装
置または耳に着用される部品から独立した他の部品に搭載される。搭載された機能を利用
するには、患者の耳に配置される部品とその他の場所に分離して配置できる部品とのあい
だで少なくとも部分的に通信を行う必要がある。特に、こんにちの補聴器に課される快適
性への要求から、補聴器の個々の部品間の通信はふつう無線で行われる。このことは、耳
側または耳内に配置される複数の部品を含み、これら複数の部品が通信コネクションを利
用している補聴器についても当てはまる。
【０００４】
　独国公開第１０２００４０４７７５９号明細書には、困難な状況すなわち障害信号を有
する環境において有効信号の伝送および増幅を改善する補聴器が記載されている。ここで
は、第１の補聴器着用者の着用している第１の補聴器と第２の補聴器着用者の着用してい
る第２の補聴器とのあいだで信号を伝送することが提案されている。伝送される信号は散
乱パラメータ、音場特性値またはオーディオ信号を含んでいる。また、第１の補聴器と第
２の補聴器とのあいだの信号伝送を別の補聴器着用者の着用している少なくとも１つの第
３の補聴器を介して行うこともできる。この場合には第３の補聴器が中継局の機能を果た
すのである。
【０００５】
　本発明で云う補聴器とは、患者の耳側または耳内に配置される少なくとも１つの部品の
ほか、当該の部品と少なくとも部分的および／または時間的に通信を行う部品を含むマル
チコンポーネントの補聴器システムであると理解されたい。後者の部品は患者の耳から独
立に配置することもできるし、両耳装置として患者の耳側または耳内に配置される別の部
品を含むこともできる。この意味では、補聴器の各部品は、音響技術者のもとでのフィッ
ティングの際に、適切なプログラミング装置を用いてそれぞれの着用者の個人的要求に適
合される。また、患者自身または他の人員が音響技術者から独立に補聴器の所定のパラメ
ータを適合化ないし調整するための付加装置を設けてもよい。
【０００６】
　無線通信のコンセプトを採用すると、誘導性結合によりエネルギを供給することのでき
るシステムをのぞき、マルチコンポーネント補聴器の各部品に固有のエネルギ源を設けな
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ければならないことになる。患者の耳側または耳内に直接に着用される部品については、
冒頭に述べた要求から、エネルギ源もできるかぎり小さく軽くなくてはならないが、その
一方で、補聴器の機能を長時間にわたって保証して頻繁にメンテナンスを導入しなくて済
むようにするために、充分なエネルギ容量が準備されるべきである。このため、補聴器、
特に少なくとも耳側または耳内に直接に着用される部品はふつうエネルギ消費がきわめて
小さくなるように構成される。このことは、医学的補助手段としての機能の維持、ならび
に、個々の補聴器部品間での通信の実現についても云える。こうした通信に対しては、マ
ルチコンポーネント補聴器の個々の部品間での誘導性の無線データ伝送の規格が確立され
ている。
【０００７】
　耳の近傍に着用される部品から適切な受信機を備えた機器（例えば中継局、プログラミ
ング装置またはリモートコントローラの形態の付加装置）へ誘導的にデータを無線伝送す
る際には、通常使用されるバッテリの容量、電圧およびピーク電流耐性が小さいため、耳
の近傍に着用される部品の最大送信出力がきわめて制限されるという問題が発生する。こ
のため送信機の到達範囲も相応に小さい。特にこんにち慣用されている誘導性のシステム
では、通常使用されている近接領域において、送信機からの距離に応じて電界強度が大幅
に低下することが重大な問題である。したがって、公知の誘導性システムでは、耳の近傍
に着用される部品から受信機までの距離は約３０ｃｍとなるように構成されている。受信
機での有効信号のレベルが小さいため、きわめて電力の乏しい障害源でさえ伝送品質に大
きく影響し、伝送されるデータの識別を阻害してしまう。
【０００８】
　しかも、補聴器の主要な部品およびデータ受信のために構成された付加装置は構造に起
因して電磁放出を発生し、誘導性システムの伝送区間の直接近傍に存在する個々の部品間
でデータを伝送する場合、当該の電磁放出が障害源として作用する。特に、アクティブと
なっている受信機およびアクティブとなっている受信コイルの近傍ではこれが顕著である
。こうした障害源は、例えば、クロック制御される電圧制御回路のインダクタンス、ある
いは、クロック制御される全ての電子回路に対する給電線路および出力線路である。こう
した電子回路として例えばディスプレイの制御回路が挙げられる。ディスプレイを備えた
機器は全体として強いエミッタンスを発生させる。したがって、本来の補聴器すなわち耳
の近傍に着用される部品においては補聴器のイヤホンそのものが障害源となりうる。
【０００９】
　ここで、障害源として作用する素子群を遮蔽することが知られている。障害磁場を効果
的に遮蔽するには、μメタルボックスなどの大面積の素子を使用する必要がある。しかし
、耳側または耳内に着用される部品にはそのような素子を配置できるスペースは存在しな
いし、重量の点から見ても受け入れられない。
【００１０】
　また、受信コイルから障害源として作用する素子群、特に耳側または耳内に着用される
部品までの距離については、充分に大きくすることはできない。耳の直接近傍に着用され
ない付加装置においても種々の機能を最小寸法の装置に高度に集積する傾向にあり、使用
される素子群の体積や素子相互の距離をできるかぎり小さくしなければならない。
【００１１】
　補聴器の各部品における送信コイル、受信コイルおよび全ての障害源の局所的配置が固
定であって、少なくともデータ伝送のあいだ既知となっているとすると、受信コイルを基
本的に障害場の最小値の予測される箇所に配置することができる。例えば制御すべきコイ
ルおよび／または障害場を直交に配向することが知られている。また、定義された対向場
を形成することにより局所的に障害場を補償することも知られている。しかしこのように
すると構成される機器のサイズの低減ひいては設計の自由度が大幅に制限される。
【特許文献１】独国公開第１０２００４０４７７５９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
　本発明の課題は、マルチコンポーネント補聴器の個々の部品間で確実にデータ伝送を行
い、その際に従来技術の欠点を回避できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この課題は、請求項１記載の特徴を有するマルチコンポーネント補聴器および請求項１
３記載の特徴を有するマルチコンポーネント補聴器の補聴器部品により解決される。請求
項２～１２には本発明のマルチコンポーネント補聴器の有利な実施形態が示されている。
請求項１４～１７には本発明の補聴器部品の有利な実施形態が示されている。課題はまた
、請求項１８記載の特徴を有するマルチコンポーネント補聴器の駆動方法により解決され
る。請求項１９～２４には本発明のマルチコンポーネント補聴器の駆動方法の有利な実施
形態が示されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明は、少なくともデータ伝送のあいだ、識別された障害源を、所定の動作モードす
なわち障害信号がデータ伝送に関与する１つまたは複数の受信機へ通常動作モードに比べ
て減衰された状態で入力される動作モードへ移行させるというコンセプトに基づいている
。障害源の動作モードの変更とは、障害源の短時間の遮断を含むが、障害源の送信特性を
変更するのみにとどめ、データ伝送のあいだ障害源として作用する素子の機能を保持して
もよい。こうした変更は、障害源に供給される電力の低減または障害スペクトルの変更に
よる障害電力の低減を含む。このことはクロック制御される素子においてはクロックの変
更に関連する。
【００１５】
　補聴器の部品間での無線データ伝送、特に誘導性データ伝送のための典型的な方法は、
本発明においては、少なくとも１つの送信機の動作時点が正確に既知となるように適合化
される。当該の時点で少なくとも１つの障害源が前述した動作モードへ移行され、これに
より送信信号の受信およびデータ伝送が容易となる。
【００１６】
　本発明による最小限の構成のマルチコンポーネント補聴器は次のようなものである。患
者の耳側または耳内に配置されて聴覚刺激の形成および／または増幅を行う少なくとも１
つの第１の部品と、この第１の部品へのデータ伝送のために少なくとも部分的および／ま
たは時間的に無線通信コネクションを形成する少なくとも１つの第２の部品とを含むマル
チコンポーネント補聴器において、当該の補聴器内に含まれる少なくとも１つの障害源を
少なくともデータ伝送のあいだ所定の動作モードへ移行させる回路手段が設けられており
、当該の所定の動作モードでは少なくとも１つの障害源による障害信号がデータ伝送に関
与する受信機へ通常動作モードに比べて少なくとも減衰されて入力されることが特徴とさ
れる。
【００１７】
　障害源の遮断ないし障害電力の低減または障害スペクトルの操作により、正確に定義さ
れた時点で、一時的にではあるが、補聴器の受信側部品（例えば付加装置）の受信状況が
大幅に改善される。その際に、障害源の動作モードの変更が短い時間のみであれば、通常
動作モードにおける個々の部品の出力はほとんど損なわれず、補聴器の通常動作モードか
らの偏差は知覚されない。
【００１８】
　所定のケースでは、障害源の動作モードの変更によって、補聴器の通常動作モードから
の偏差が知覚可能な閾値を上回ることがある。ただし例えば、補聴器の耳近傍に着用され
る部品から付加装置へのデータ伝送は補聴器のふつうの適用分野ではきわめてまれにしか
発生しないケースであり、プログラマによる調整において補聴器データが読み出されると
きまたはリモートコントローラによるステータスの問い合わせが行われるときなどのみで
あるので、これに関連して知覚される出力制限は許容可能である。このように、短時間の
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補聴器イヤホンの遮断または付加装置のディスプレイユニットの遮断は障害作用をほとん
ど有さない。
【００１９】
　有利には、遮断された障害源の機能損失を少なくとも短時間だけ補償する手段が設けら
れる。例えば、スイッチングレギュレータにおいて、充分な大きさに設計された支持コン
デンサにより中止時間における橋絡が行われる。
【００２０】
　有利には、補聴器のうち、無線通信コネクションが存在しているあいだ受信機の近傍に
位置する全ての部品間でのデータ伝送において、識別された障害源の動作モードの変更な
いし識別された障害源の遮断が行われる。受信側部品および送信側部品の双方で障害源の
動作モードを遮断ないし変更することにより、送信機と受信機とのあいだの距離が小さい
場合に近接領域で発生する受信障害も、受信側部品に作用する受信機内での干渉も、低減
または排除できる。こうして、構造に起因して個々の部品間にきわめて小さな距離しか存
在しない場合のデータ伝送においても、障害が効果的に回避される。
【実施例】
【００２１】
　本発明を実施例に則して詳細に説明する。
【００２２】
　図１には２つの部品から成る本発明の補聴器の基本回路図が示されている。補聴器の２
つの部品とは、患者の耳に着用される音圧増幅のための補聴器部品１、ならびに、この補
聴器部品１の個々の音響パラメータを調整する付加装置２である。音響パラメータの調整
は例えば患者自身がリモートコントローラを用いて行うことができる。図示されていない
選択手段として、付加装置は補聴器の調整を行う音響技術者用のプログラミング装置であ
ってもよい。
【００２３】
　調整を行うために、補聴器部品１と付加装置２とのあいだのデータ伝送の通信が必要と
なる。データ伝送のあいだ、付加装置２は耳に着用される補聴器部品１の近傍、特に補聴
器部品１に存在するデータ伝送手段の到達範囲内に位置するように配置される。有利には
データ伝送は誘導性データ伝送区間を介して無線により行われる。このために、耳に着用
される補聴器部品１と付加装置２とに、送受信機として利用されるコイル３，４が少なく
とも１つずつ設けられる。耳に着用される補聴器部品１はさらに受信素子群５，制御ユニ
ット６および送信素子群７を含む。受信のときには、コイル３に到来する信号はまず受信
素子群５へ供給され、そこで相応に処理され、利用可能な出力信号の形態で制御ユニット
６へ供給される。制御ユニット６では種々の形態の信号処理が行われる。これにより受信
信号は補聴器の機能にとって有効な形態で利用できるようになる。また、制御ユニット６
は識別された個々の障害源８～１０の動作モードを変更する手段を有する。こうした障害
源として、特に、スイッチングレギュレータなどのクロック制御される部品または高周波
数領域の放射を発生する傾向にある他の素子が挙げられる。これらの部品は補聴器の音響
伝送区間を直接に構成する素子である。音響伝送区間は、主として、マイクロフォン１１
，増幅器１２および着用者の耳に配置される形態のスピーカ１３を含む。スピーカ１３も
同様に障害源として作用する。障害源の識別は、素子の仕様に基づいて、または、補聴器
の設計製造の際の相応の測定によって行われる。付加装置２は受信素子群１４，制御ユニ
ット１５，送信素子群１６および他の障害源１７～１９を含む。特に障害源１９はディス
プレイである。
【００２４】
　図示の補聴器は、補聴器部品１内のコイル３が送信機として動作している時点が付加装
置２において正確に既知となるように構成されている。このために通信プロトコルは補聴
器部品１がつねに付加装置２からの問い合わせに応じてしかデータを送信せず、自律的に
伝送を開始することがないように定められている。付加装置２は補聴器部品１へ所望のデ
ータを伝送せよという要求の形態の問い合わせを送信する。この付加装置２には給電部か
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ら相応の高さの送信電力が供給される。付加装置２の送信素子群１６の送信電力が高いこ
とにより、補聴器部品１内の障害源８～１０，１３および付加装置２内の障害源１７～１
９が変わらずに駆動されていても、当該の要求が補聴器部品１によって確実に識別される
ことが保証される。問い合わせと同時に、制御ユニット６，１５は障害源８～１０，１３
，１７～１９の動作モードの変更（この実施例では遮断）をトリガする。補聴器部品１か
ら付加装置２へデータを伝送しているあいだ、送信側の補聴器部品１においても受信側の
付加装置２においても、データの送受信に直接必要ない全ての障害源８～１０，１３，１
７～１９が、データ伝送の期間、例えば５０ｍｓにわたって、遮断される。補聴器部品１
は専ら付加装置２からのデータ送信の要求に応答するのみである。このようにして、障害
源８～１０，１３，１７～１９についてイベント制御式の動作モードの変更が確実に行わ
れ、補聴器の部品１，２間でのデータ伝送のあいだ障害影響が低減される。
【００２５】
　これに代えて、適当な障害源を遮断するのでなく、短時間だけ所定の動作状態へ移行さ
せることもできる。この動作状態では、場合によってはエネルギ的に不利となりうるが、
受信機にとって臨界的とならない周波数領域の障害放射を発生するバッテリ駆動の補聴器
部品１のエネルギ消費を短時間だけ増大する。また、通信コネクションの品質が改善され
、付加装置２が補聴器部品１へデータを伝送する場合、障害源８～１０，１３，１７～１
９が障害の少ない動作状態へ移行される。
【００２６】
　本発明を適用するには、少なくとも１つの障害源を、通常動作モードに比べて障害信号
が減衰された状態でデータ伝送に関与する受信機へ入力される動作モードへ移行させれば
充分である。これは、データ伝送のあいだ、前述の個々の障害源が臨界的な障害を有効信
号から区別することが困難な障害信号の形態で送信する場合に行われる。有利には、デー
タ伝送に関与する受信機の到達範囲内で識別された全ての障害源が当該の動作モードへ移
行される。
【００２７】
　図２には本発明のデータ伝送部を備えた両耳補聴器の基本回路図が示されている。両耳
補聴器は音圧増幅のための２つの個別の補聴器部品１，２１を有しており、これらの部品
はそれぞれ補聴器着用者の耳に着用される。各補聴器部品のあいだでデータ交換のために
通信が形成される。これは、一方では規則的に行うべきパラメータ補償およびステータス
問い合わせの必要性から、他方では所定の補聴器機能を実現するために相互に距離を置い
て配置された少なくとも２つのマイクロフォンの共同作用が必要となるという物理的条件
から生じる。この種の補聴器部品間での通信はふつう外部の付加装置によるパラメータ設
定よりも短い時間間隔で行われる。音圧増幅のために２つの独立した補聴器部品が存在す
る場合、これらには一般に対称に構成されてそれぞれ個別のエネルギ供給部が設けられて
いる。つまり各補聴器部品には制限された容量の小さなバッテリのみが設けられる。この
場合、補聴器部品の一方に通信タスクが割り当てられ、他方の補聴器部品よりも著しく高
いエネルギ消費が生じるというのは不都合である。なぜなら、このようにすると一方の補
聴器部品のバッテリが早期に枯渇し、本発明の目指す目的に矛盾するからである。
【００２８】
　このため、本発明の両耳補聴器には個々の補聴器部品内に対称に通信手段が配置されて
いる。つまり、各補聴器部品１，２１に同じ通信コネクションの維持手段ないし形成手段
がデータ交換のために設けられている。この通信コネクションの維持手段の動作に必要な
通信プロトコルも各部品に対称に構成されている。各補聴器部品１，２１には送受信機と
して利用されるコイル３，２３が設けられている。補聴器部品１，２１はさらに受信素子
群５，２５，制御ユニット６，２６および送信素子群７，２７を含む。個々の素子群の結
合の形態は前述した実施例と同様に行われる。また、制御ユニット６，２６は識別された
個々の障害源８～１０，２８～３０の動作モードを変更する手段を有する。各補聴器部品
１，２１はさらに、マイクロフォン１１，３１，増幅器１２，３２および音圧形成出力ユ
ニットとしてのスピーカ１３，３３を備えた音響伝送区間を含む。
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【００２９】
　図２の補聴器においても、通信プロトコルは、一方の補聴器部品内のコイルが送信機と
して動作している時点が他方の補聴器部品に正確に既知となるように構成されている。た
だし、前述した実施例とは異なり、同期は、問い合わせおよび応答によるイベント制御に
よってではなく、時間制御によって行われる。このために、制御ユニット６，２６には付
加的に時間情報の形成手段、例えばタイマ回路２０，４０が設けられる。この手段は少な
くとも規則的な間隔で時間信号を制御ユニット６，２６へ伝達する。制御装置６，２６へ
伝達される時間信号によって相応に同期を取れば、２つの補聴器部品１，２１で正確に同
時に種々のデータ伝送のための通信コネクションが形成される。ここで、通信コネクショ
ンが存在している期間においては、本発明の方法により、既知の障害源８～１０，１３，
２８～３０，３３の動作モードの変更が行われる。これにより、障害源８～１０，１３，
２８～３０，３３はデータ伝送に関与する受信機への障害信号の入力が減衰される動作モ
ードへ移行する。したがって、２つの補聴器部品１，２１間での通信は障害影響なしに行
われる。つまり、送信電力が小さくても、伝送すべきデータの伝送について高い確実性が
得られる。
【００３０】
　図３にはデータ通信に適した付加装置を備えた本発明の両耳補聴器の基本回路図が示さ
れている。図３の実施例では前述した２つの実施例の利点が統合されている。すなわち、
当該の補聴器は一方では補聴器着用者の耳に配置される２つの個別の補聴器部品１，２１
を含み、他方では補聴器部品２１との通信コネクションを形成する付加装置２を含む。２
つの補聴器部品１，２１間の通信コネクションは時間に依存して周期的に形成される。ま
た時間に依存して、識別された障害源８～１０，１３，２８～３０，３３の動作モードの
変更も行われる。付加装置２と補聴器部品２１とのあいだの通信は、問い合わせおよび応
答によるイベント制御によって行われる。ここで、少なくとも問い合わせはつねに付加装
置２から送出され、高い送信電力で伝達される。またイベント制御での問い合わせにより
、識別された障害源１７～１９，２８～３０，３３の動作モードの変更も行われる。
【００３１】
　補聴器のうち問い合わせを行う部品が主として付加装置２であるならば、通信コネクシ
ョンの開始は高い送信電力で伝達される問い合わせによって行うのが有利である。付加装
置２には充分なエネルギ貯蔵量が設けられているし、通信コネクションの形成は規則的か
つきわめて頻繁に行わなければならないわけではないからである。
【００３２】
　通信コネクションの形成をきわめて頻繁に、しかも規則的に行わなければならない場合
には、通信コネクションの形成と同時に関連する障害源の動作モードを変更すると有利で
ある。多くのエネルギを消費する問い合わせ信号の送信は通信を行う補聴器部品１，２１
のエネルギのハウスキーピングに対して大きな負荷をかけるからである。
【００３３】
　図示の実施例では、補聴器部品２１には付加的な送受信コイル４１が設けられ、この送
受信コイルを介して付加装置２との通信が行われる。図示されていない別の実施例として
、付加装置２と耳の近傍に着用される補聴器部品１とのあいだの通信を同一のコイル２３
を介して実現してもよい。また、耳の近傍に配置される２つの補聴器部品１，２１に外部
の付加装置２との通信コネクションを形成する通信形成手段を設けてもよい。これにより
付加装置２に例えばリモートコントローラまたはプログラミング装置を介して直接にアク
セスすることができる。このようにして補聴器部品１，２１を直接に補聴器着用者の要求
に適合させることができ、その際にも補聴器部品１，２１間の通信コネクションを介して
パラメータを伝送する必要がない。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】２つの部品から成る本発明の補聴器の基本回路図である。
【図２】データ伝送手段を備えた両耳補聴器の基本回路図である。
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【図３】データ通信に適した付加装置を備えた両耳補聴器の基本回路図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１，２１　補聴器部品、　２　付加装置、　３，４，２３　コイル、　５，１４，２５
　受信素子群、　６，１５，２６　制御ユニット、　７，１６，２７　送信素子群、　８
～１０，１３，１７～１９，２８～３０，３３　障害源、　１１，３１　マイクロフォン
、　１２，３２　増幅器

【図１】 【図２】
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【図３】
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